
桜ケ丘小学校 生徒指導だより                                 ２０２４．１２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【保護者の皆様へ】             

下記の事項は、可茂地区の先生、保護者、地域のみなさんで考えた約束です。 

この約束をしっかり守って、健康で安全な生活ができるように、ご家庭でも指導を 

お願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

           校外生活の約束 

１ 次の場所へは、保護者と一緒でなければ出入りしません。 

①ゲームセンター（コーナー） 

②喫茶店（漫画喫茶及びインターネットカフェを含む） 

③カラオケボックス  

④映画館 ⑤ボウリング場 ⑥バッティングセンター 

＊④～⑥は、中学生は、保護者の許可のない限りは出入りしません。 

小学生は、保護者と一緒でなければ出入りしません。 

 ２ スーパー、デパート、コンビニなどで、長い時間集まっていたり、座り込ん 

だりするなど、お店や周りの人たちに迷惑になることをしません。 

３ 登下校時には、店に立ち寄って飲んだり食べたりしません。 

４ 友人宅などへの外泊は、保護者の許可のない限り、しません。 

５ 夜の外出は、保護者の許可のない限り、しません。 

     （午後１０時以降は補導の対象になります。） 

６ 友達どうしでの金銭の貸し借り、ものの売り買いをしません。 

７ キャンプ・スキー・海水浴・川遊泳・旅行などは、保護者や大人の引率なし 

ではしません。 

８ ヘルメットなしでは自転車に乗りません。（10月から努力義務となりました） 

９ ネットにつながる情報端末（ゲーム機・ケータイ・スマホ等）を使う場合は、

家庭でのルールを作って、それを守ります（保護者は、子どものケータイ等に 

フィルタリング等のセキュリティ対策をします）。 

                                                                                                

さくら☆スマイル 

≪冬休みのくらしのめあて≫ 

冬休みの “あいうえお” を守り 
健康で安全な生活を送ろう！ 

＊ あいさつは、自分から進んで！ 
「おはようございます。」 「こんにちは。」 

「あけましておめでとうございます。」 「ありがとう。」 
 

＊ 命を大切に！ 
自転車に乗る時は、絶対にヘルメット。 

   道路を横断する時は、右 左 右。 

   ため池、川、工事現場では、遊ばない。 

   一人で外に出て、行動しない。 
 

＊ 運動をして、健康な体づくりを！ 
早ね早起きで、規則正しい生活をしよう。      

   なわとび、マラソンなどで体を動かそう。 

   手洗い、うがい、消毒をしよう。 

 

＊ 笑顔で過ごす、１１日間！ 
めあてを持って、宝物づくりを進めよう。 
家族といっしょに過ごす時間を大切にしよう。 
お年玉は、家の人と相談して計画的に使おう。 

 

＊ 思いやりの心を忘れずに！ 
家族の一員として、家の仕事をしよう。 

地区センターや児童センターでは、マナーを守ろう。 
 

☆ 冬休み中に、事故等緊急なことがありましたら、下記まで連絡してください。 

 

可児市教育委員会学校教育課   TEL． ６２－１１１１ 


